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第８回 気仙沼市農業委員会総会議事録 

 
１ 会議の日時  令和４年１月 25 日（火）午後２時 55 分から３時 18 分 
 
２ 会議の場所  気仙沼市民会館 ２階 中ホール 
 
３ 出席農業委員（14名） 

１番 鈴 木 敏 榮 ２番 熊 谷 活 男 ３番 尾 形   稔 

４番 中 村 義 之 ５番 三 浦   茂 ６番 髙 橋 利 夫 

７番 熊 谷 まゆみ ８番 金 野 政 義 ９番 齋 藤 憲 一 

10 番 三 浦 悦 子 11 番 横 山 久 一 12 番 吉 田 和 広 

13 番 畠 山 盛 信 14 番 吉 田 幸 志   

 
４ 出席農地利用最適化推進委員（12名） 

15 番 松   敏 明 16 番 村 上 正 博 17 番 千 葉 清 幸 

18 番 白 幡 高 二 19 番 立 花 淳 一 20 番 佐 藤 信 行 

21 番 藤 田 隆 一 22 番 佐 藤 良 人 23 番 及 川   衛（欠） 

24 番 畠 山 義 朗 25 番 三 浦 光 雄 26 番 佐 藤 俊 夫 

27 番 小野寺 隆 一     

 
５ 欠席農業委員 
    なし 
 
６ 欠席農地利用最適化推進委員 
   23 番 及 川   衛 
 
７ 遅参農業委員・農地利用最適化推進委員 
   なし 
 
８ 議事日程 

第１ 議事録署名委員の指名 
第２ 議案第１号 農地法に係る事務処理要領に基づく事業計画変更の承認申請について 
第３ 議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について 
第４ 議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について 
第５ 議案第４号 非農地証明願について 
第６ 報告第１号 公共事業における農地の一時貸借の報告について 
第７ その他 

 
９ 農業委員会事務局職員 

  事務局長        小 山 克 志 
  次長          及 川   智 
  主幹兼主任       鈴 木 しずか 
  主査          菅 野 理 絵 

   主事          遠 藤 雄 子 
   主事          有 田 久 美 
   主事          千 葉 美紗都 
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10 会議の概要 
午後２時 55 分 開会 

議    長 
 
 
 
 
 
 
 
 

議    長 
 
 
 
 

全  委  員 
 

議    長 
 
 

議    長 
 
 
 

鈴 木 主 任 
 

及 川 次 長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議    長 
 
 
 
 

18 番白幡委員 
 
 
 
 

議    長 
 

農地検討委員長 
 

議    長 
 
 

ただいまの出席委員は，14 人であります。 
定足数に達しておりますので，第８回気仙沼市農業委員会総会を開会いたします。 
また，本日は，農業委員会規則第 20 条の規定により，農地利用最適化推進委員に

出席をいただいております。 
ただちに，本日の会議を開きます。 
本日の日程は，お手元に配付いたしました議事日程に記載のとおりであります。 

 本日の欠席の農地利用最適化推進委員は 23 番及川衛君の１人から欠席の連絡があ
りましたので報告いたします。 
 
これより議事に入ります。 
日程第１，「議事録署名委員の指名」を行います。 
農業委員会規則第 28 条第２項に規定する議事録署名委員ですが，議長から指名さ

せていただくことに御異議ありませんか。 
 
（「異議なし」の声） 
 
御異議なしと認めます。 
それでは，議事録署名委員に，２番熊谷活男君と３番尾形稔君を指名いたします。 

 
次に，日程第２，議案第１号「農地法に係る事務処理要領に基づく事業計画変更の

承認申請について」を議題といたします。 
事務局から，議案の朗読と内容の説明をお願いします。 
 

（議案朗読） 
 

（議案説明） 
議案書２ページをお開き願います。受付番号１番，長崎。議案関係図面は１ページ

になります。土地の地番，当初計画者，承継者，地目，地積等については，議案書記
載のとおりです。当初計画では事務所の駐車場として利用する計画でございました
が，今まで使用しておりませんでした。今後は新たに設置する自動車鈑金修理工場事
務所の駐車場として利用するとのことでございます。こちらは議案第３号受付番号２
番と関係しております。 
以上，受付番号１番の１件の事業計画の変更について，御審議をお願いします。 
以上で議案第１号の説明を終わります。 

 
ただいまの説明に関連して，地区担当委員から，現地調査の結果並びに補足説明を

お願いいたします。 
発言の際には，議長の許可を得てから議席番号を述べ，御発言願います。 
受付番号１番はいかがですか。18番白幡委員。 
 
18 番白幡です。事務局からの説明がありましたけれども，当初計画では事務所の駐

車場として利用する計画でありましたが，今まで使用されておらず，現状は草木の生
い茂った状態となっておりました。今後は新たに設置する板金修理事務所の駐車場と
して利用するということで，今回の申請に問題なしと思われます。以上です。 
 
 受付番号１番について，農地検討委員長いかがですか。 
 
２番熊谷です。同じく駐車場にするということで許可相当と思われます。 

 
これより質疑に入ります。 
質疑はありませんか。 
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全  委  員 
 

議    長 
 
 
 
 

全 委 員 
 

議    長 
 
 
 

議    長 
 
 
 

鈴 木 主 任 
 

及 川 次 長 
 
 
 
 
 
 
 
 

議    長 
 
 
 

５番三浦委員 
 
 

議    長 
 

農地検討委員長 
 
 

議    長 
 
 

全 委 員 
 

議    長 
 
 
 
 

全 委 員 
 

議    長 
 

（「なし」の声） 
 
質疑なしと認めます。 
以上で，質疑を終結いたします。 
それでは採決いたします。 
議案第１号について，原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 
 

（「異議なし」の声） 
 
御異議なしと認めます。 
よって，議案第１号は原案のとおり決定いたしました。 
本件については，承認する旨の意見を付して，県知事へ送付することにいたします。 
 

 次に，日程第３，議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請について」を議
題といたします。 
事務局から，議案の朗読と内容の説明をお願いします。 

 
（議案朗読） 
 
（議案説明） 
 議案書４ページをお開き願います。併せて３条調書を御用意ください。受付番号１
番，唐桑町西舞根。議案関係図面は６ページになります。土地の表示，地目，地積，
契約内容等については，議案書記載のとおりです。売買により譲り受け，耕作するも
のでございます。馬１頭所有，１頭購入予定とのことです。 
 議案第２号は，別添調査書にあるとおり農地法第３条第２項には該当しないため，
許可要件のすべてを満たすと考えられますが，御審議をお願いいたします。 
 以上で議案第２号の説明を終わります。 
 
ただいまの説明に関連して，地区担当委員から，現地調査の結果並びに補足説明を

お願いいたします。 
 受付番号１番はいかがですか。５番三浦委員。 
 
 ５番三浦です。当地は以前に申し込みのあった場所の抜け地でありまして，何ら問
題ないと思われます。 
 
 受付番号１番について，農地検討委員長いかがですか。 
 
 ２番熊谷です。申請地を譲り受けて耕作するということで，問題ないと思われます
ので，許可相当と思われます。以上です。 
 
 これより質疑に入ります。 
質疑はありませんか。 

 
（「なし」の声） 
 
 質疑なしと認めます。 
 以上で，質疑を終結いたします。 
それでは採決いたします。 
議案第２号について，原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 
 

（「異議なし」の声） 
 
 御異議なしと認めます。 
よって，議案第２号は原案のとおり決定いたしました。 
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議    長 
 
 
 

鈴 木 主 任 
 

及 川 次 長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議    長 
 
 
 
 
 

議    長 
 

18 番白幡委員 
 
 

議    長 
 

農地検討委員長 
 
 
 

議    長 
 
 

全  委  員 
 

議    長 
 
 
 
 

全   委   員 
 

議    長 
 
 

本件については，許可書を交付することにいたします。 
 
次に，日程第４，議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請について」を議

題といたします。 
事務局から，議案の朗読と内容の説明をお願いします。 

 
（議案朗読） 
 
（議案説明） 
 議案書６ページをお開き願います。受付番号１番，東中才。議案関係図面は８ペー
ジになります。土地の地番，地目，譲渡人・譲受人等は議案書記載のとおりです。都
市計画区域内。第一種住居地域。農業振興地域外。第３種農地と見ております。契約
内容は売買。目的は宅地分譲２区画でございます。排水については，住宅建設後，合
併処理の後，既存側溝へ放流するとのことでございます。 
 受付番号２番，長崎。議案関係図面は１ページになります。土地の地番，地目，譲
渡人・譲受人等は議案書記載のとおりです。都市計画区域外。農業振興地域外。第２
種農地と見ております。申請地の隣地である宅地に自動車鈑金修理工場の事務所を建
設するにあたって，自動車を保管する駐車場として利用するとのことでございます。
排水はございません。議案第１号受付番号１番と関連しております。 
 以上，受付番号１番と２番の２件について御審議をお願いします。 
以上で議案第３号の説明を終わります。 

 
 ただいまの説明に関連して，それぞれの地区担当委員から，現地調査の結果並びに
補足説明をお願いいたします。 
受付番号１番は私の担当であります。23 日に担当委員と現地調査をいたしました。

当該地は被災農地であります。事務局の説明のとおりであります。周辺には農地はあ
りません。許可相当と思われます。以上です。 
 
 受付番号２番はいかがですか。18 番白幡委員。 
 
 18 番白幡です。今回の申請地は，長年耕作されておらず，草木も生い茂った状態で，
駐車場として整備するということで問題なしと思われます。以上です。 
 
 受付番号１番と２番について，農地検討委員長いかがですか。 
 
 ２番熊谷です。１番は宅地分譲ということで，排水処理も合併処理の後，既存側溝
へ放流ということで異議ないと思われます。２番は事業計画変更で出ました案件でご
ざいますけども，これも駐車場ということで許可相当と思われます。以上です。 
 
 これより質疑に入ります。 
質疑はありませんか。 

 
（「なし」の声） 
 
 質疑なしと認めます。 
 以上で，質疑を終結いたします。 
それでは採決いたします。 
議案第３号について，原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 
（「異議なし」の声） 
 
 御異議なしと認めます。 
よって，議案第３号は原案のとおり決定いたしました。 
本件については，許可相当の意見を付して，県知事へ送付することにいたします。 
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議    長 

 
 

鈴 木 主 任 
 

及 川 次 長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議    長 
 
 
 

６番髙橋委員 

 
 
 
 
 
 

議    長 
 

１番鈴木委員 
 
 
 
 
 

議    長 
 

農地検討委員長 
 
 
 

議    長 
 
 

全 委 員 
 

議    長 
 

 
次に，日程第５，議案第４号「非農地証明願について」を議題といたします。 
事務局から，議案の朗読と内容の説明をお願いします。 

 
（議案朗読） 
 
（議案説明） 
 議案書８ページをお開き願います。受付番号１番，本吉町寺沢。議案関係図面は 12 
ページになります。土地の地番，地目，地積等は議案書記載のとおりです。都市計画
区域外。農振地域。農地以外に供された事由は，昭和の終わり頃に耕作を中止しまし
た。上流からの流水で地下に水が溜まり，沼地になってしまい耕作できない状態とな
っています。現在は葦及び蒲が繁茂しており，農地に復旧するのは困難であります。
農地以外に供された時期は平成年月日不詳でございます。 
 受付番号２番，最知荒沢。議案関係図面は 16ページになります。土地の地番，地
目，地積等は議案書記載のとおりです。都市計画区域外。農振地域。農地以外に供さ
れた事由は，申請地は平成 13年頃から耕作を放棄した状態であり，すでに雑木が成
長しており農地への復元性はございません。農地以外に供された時期は平成 13年月
日不詳でございます。 
 以上，受付番号１番と２番の２件について，農地への復元性はないと判断いたしま
した。 
以上で議案第４号の説明を終わります。 

 
ただいまの説明に関連して，それぞれの地区担当委員から，現地調査の結果並びに

補足説明をお願いいたします。 
受付番号１番はいかがですか。６番髙橋委員。 

 
 ６番髙橋です。この場所は，大谷のお寺，仙翁寺の脇の方のところで，基盤整備で
きなかった未整備の土地でございます。ここに記入してあるように約 30年以上も耕
作放棄したままの状態できたわけですけども。その理由は，このような状況で作付け
できなかったということで，今回見ても葦がかなり繁茂していて，ちょっと耕作する
ことはできないということで，やむを得ずということで非農地証明を出すことは，や
むなしと思います。以上でございます。 
 
受付番号２番はいかがですか。１番鈴木委員。 

 
 １番鈴木です。先日，面瀬の委員さん２名と階上の委員２名で現地調査をいたしま
した。場所は基幹農道と最知の国道 45号線のちょうど中間の丘陵地帯でございまし
て。現地に入って見ると，なるほどこのような場所ではなぁという感じはいたしまし
た。問題なく，作業ができないところだなぁということを感じまして帰って来ました
ので，よろしくお願いします。 
 
 受付番号１番と２番について，農地検討委員長いかがですか。 
 
 ２番熊谷です。１番，２番とも長年耕作されてなかったということで，茅とか雑木
が生い茂っているということで，農地への復元性がないと思われます。許可相当と思
われます。以上です。 
 
 これより質疑に入ります。 
質疑はありませんか。 

 
（「なし」の声） 
 
質疑なしと認めます。 
以上で，質疑を終結いたします。 
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全  委  員 
 

議    長 
 
 
 

議    長 
 
 
 

鈴 木 主 任 
 

及 川 次 長 
 
 
 
 

議    長 
 

全  委  員 
 

議    長 
 
 

議    長 
 
 
 

10 番三浦委員 
 
 
 
 

議    長 
 
 

全 委 員 
 

議    長 
 

議    長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

それでは採決いたします。 
議案第４号について，原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 
 

（「異議なし」の声） 
 
 御異議なしと認めます。 
よって，議案第４号は，原案のとおり決定いたしました。 
本件については，願い出のとおり証明することにいたします。 

 
次に，日程第６，報告第１号「公共事業における農地の一時貸借の報告について」

を議題といたします。 
 事務局から，報告をお願いします。 
 
（報告朗読） 
 
（内容説明） 
 それでは，資料 公共事業における農地の一時貸借１月総会報告をお開きください。
今月は，県の公共事業につきまして４件，７筆，5,802.42 ㎡の一時貸借がございまし
た。以上でございます。 
 
ただいまの報告に対して，質疑はありませんか。 

 
（「なし」の声） 
 
 質疑なしと認めます。 
 質疑はないようですので，報告第１号を終わります。 
 
 次に，日程第７，「その他」に入ります。 
 委員から，特に御発言があればお願いをいたします。 
どなたか，ありませんか。はい，10 番三浦委員。 

 
 10 番三浦です。１月 21日にアグリレディスの 20周年記念の式典と研修会があり出
席してまいりました。その時に知事も来てくれて，オープンにはサザエさんのダンス
をやったのですけど，それに交じってもらって踊ったりなんかして，大変盛り上がっ
て来ました。以上です。内容も大変良かったのですが，一応報告といたします。 
 
 どうも御苦労さんでございました。 
 他にありませんか。 
 
（「なし」の声） 
 
発言はないようですので，その他の件を終わります。 

 
これにて，本日の会議に付された議案の審議は，すべて終了いたしました。 
以上をもちまして，第８回気仙沼市農業委員会総会を閉会いたします。 
大変お疲れ様でした。 

 
 
（終了時間） 午後３時 18 分 

 
 

令和４年１月 27 日 
 
  気仙沼市農業委員会 
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